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１．学校給食センターの概要 
 

【施設概要】 

 （１） 所在地   留萌市東雲町 1丁目 76番地４ 

 （２） 名 称   留萌市学校給食センター 

 （３） 施 設 

①敷地面積 ２，３６５㎡ 

②建築面積 ９８４．０４㎡ 

③構  造 鉄筋コンクリート（一部鉄骨構造）平屋建 

④付帯設備 廃水処理棟、ごみステーション１基、資材庫、車庫 

⑤供用開始 平成３年１月 

⑥調理能力 ※建設当時   5,000 食／日 

      ※現  在    ２,０００食／日（調理機器の更新による） 

 （４） 総事業費  ４．７４億円  

（建設費約 3.3億円、用地取得費約 0.47億円、調理機器約 0.86億円 など） 

 （５） 職員体制（R6.3 末現在） 

    センター長       １名    業務係長         １名 

    栄養教諭（道費）    １名    会計年度任用職員    １６名 

    合   計      １９名       

                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

（付帯設備：車庫・資材庫）      （付帯設備：排水処理棟） 

 

うち、調理員         14 名 
 フルタイム   1 名 

      パートタイム 13 名(午前 10 名・午後 3 名) 

    事務員          2 名 
    施設管理        2 名 
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留萌市学校給食センター平面図及び配置図 
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２．留萌市学校給食センターの現状と課題 
 

【現 状】 

 令和６年３月末現在、学校給食センターでは、市内７校の小中学校へ毎食約 1,200食(教

職員等を含む)の給食を調理・提供しています。 

 職員体制は、センター長 1名、業務係長１名の他、会計年度任用職員として、事務職員

１名、施設管理職員１名、給食調理員１４名が勤務しており、給食の献立、調理場内の衛

生管理、学校での食育指導などを担う道費教職員である栄養教諭 1名が配置されていま

す。 

 現在、学校給食業務のうち、配送以外は直営体制で実施しており、食材費は、私会計で

ある留萌市学校給食会が管理し、給食費の現年度分は各小中学校、過年度滞納分は学校給

食センターがそれぞれ管理徴収しています。 

 また、学校給食センターは、供用開始から３３年が経過し、施設や設備の老朽化が進

み、児童生徒数も少子高齢化に伴い、令和２年度においては建設時の約 1/3まで児童生徒

数が減少しており、今後も同様の傾向が続くものと推測されています。 

 

〇 市内小中学校における児童生徒数（R6.4.1現在） 

 

小 学 校 名 児 童 数  中 学 校 名 生 徒 数 

留萌小学校 ２４８人  留萌中学校 ２３１人 

東光小学校 ２０１人  港南中学校 １４０人 

港北小学校 １０人  生 徒 数 計 ３７１人 

潮静小学校 ４６人    

緑丘小学校 １３４人  合  計 １,０１０人 

児 童 数 計 ６３９人    

 

〇 児童生徒数の推移 

 

 

 
※R12 及び R22 の数値は、「一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所」が公表している国勢調査データを 

「コ－ホート変化率法」を用いて推計されたものであり、他の計画の推計値と異なる場合がある。 
 
 

区 分 Ｈ３(1991) Ｒ２(2020) Ｒ１２(2030) Ｒ２２(2040) 

小学生 ２,５５５人 ７８８人 ４７５人    ３１８人 

中学生 １,４０９人 ４５０人 ２５５人 １６２人 

計 ３,９６４人 １,２３８人    ７３０人    ４８０人 

建設から約 30 年 建設から約 40 年 建設から約 50 年 建設当時 
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【課 題】 

① 施設の老朽化 
 

学校給食センターは、供用開始から３３年が経過しており、施設の長寿命化に向けた計

画的な施設の大規模修繕に加え、将来的に施設を全面改築する場合の児童・生徒数を考慮

した適切な規模の施設や運営方法、建築費用などが課題となっています。 

具体的には、建築主体においては、外壁や窓サッシ、シャッターなどに経年劣化による

不具合が生じており、給排水管、蒸気配管についても老朽化が著しく、電気設備なども照

明器具のＬＥＤ化や配電盤などの更新が必要となっています。 

特に機械設備工事に含まれる給排水管、蒸気配管などは、現時点におきましても随所に

不具合が見られ、その都度応急的な処置を行っておりますが、衛生面に配慮した安心安全

な学校給食を維持していくためには、早急な整備更新が必要です。 

 

 

 

これまで、今後、施設を２０年間使用することを想定した「留萌市公共施設等総合管理

計画」に基づく、施設の延命化に向けた「留萌市学校給食センター個別施設計画（案）」

を策定するため、計画における具体的な整備内容や計画期間、付帯設備などの対象施設を

はじめ、老朽化の状態や緊急性などから整備の優先順位などを検討してきました。 

その策定を行うに際し、現在の学校給食センター施設全体の現況や不具合ヵ所、更新が

必要な設備などを市関係部署の協力を受けながら、抽出し、必要となる事業費などを試算

してきたところです。 

また、２０年後を想定する施設の全面建替費用については、道内の給食数が類似する自

治体における直近の給食センター全面改築の事業費などを調査し、算出したものでありま

すが、物価高騰に伴う調理機器や資材費、労務単価の増加などにより、工事価格が上昇し

ており、規模を縮小した全面建替えであっても、相当額の事業費を要するものことが想定

されます。 

なお、令和３年度に計画に基づく更新を終了した調理機器等については、今後施設を２

０年間使用する場合においても、その稼働時間から耐用年数より長期間の使用が可能と判

断しており、新たな更新計画の策定は予定していません。 

 

 

・「留萌市学校給食センター個別施設計画（案）」の策定 

・優先順位に基づく必要な修繕の実施 

これまでの対応等 

現行の給食事業を継続する場合の課題 
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（老朽化した給排水・蒸気配管）         (老朽化した給食センター給食配送口）    

(単位：千円）

区　　分 主な工事内容 総事業費 市実負担額

建築主体工事 防水、塗装、建具、屋根等 86,000 25,800

機械設備工事 給排水・蒸気配管、機械設備等 99,000 29,700

電気設備工事 照明器具のＬＥＤ化等 8,400 2,520

小　　計 193,400 58,020

全面建替工事 設計料、建設工事、調理機器等 1,500,000 420,000

合　　計 1,693,400 478,020

※全面建替工事の総事業費は、道内の給食数が類似する自治体における直近の給食センター全面改築の 
事業費などを参考に算出したものです。 

 

〇必要な施設整備及び全面改築に要する概算事業費見込み 

 

記載の総事業費については、令和３年度において算出した金額であり、近年の物価高騰などの影響
を受け、資材費、工事費、労務費などが上昇していることなどから、現時点における総事業費は、令
和３年度の金額から約１．７倍程度となるものと見込まれています。 

 

年 度
2024
(Ｒ６)

2025
(Ｒ７)

2026
(Ｒ８)

2027
(Ｒ９)

2028
(Ｒ10)

2029
(Ｒ11)

2030
(Ｒ12)

2031
(Ｒ13) ～

2036
(Ｒ18) ～

2041
(Ｒ23)

整備
見込額

備考

約１９３，４００千円

2023
(Ｒ５)

電気設備工事

建築主体工事

機械設備工事

86,000千円
(諸経費･消費税等含む）

99,000千円
(諸経費･消費税等含む）

 8,400千円
(諸経費･消費税等含む）

内訳

※工事内容及び金額については、担当課による見積に基づく数値であり、実際の工事発注の際は内容を再精査し、また工事単価等による
金額変更の可能性有

区分

防水、塗装、建具、屋根　等

排水配管及び衛生器具、給水給油配管、スチーム(蒸気)配
管、温水暖房配管･自動制御装置、換気及び給油設備　等

照明器具の更新（ＬＥＤ化）等

築３５年 築４０年

・施設を築50年(2041年(Ｒ23))の

全面改築を目途に今後約20年間

使用していく場合の改修費用

（基本的に調理機器は更新しない

場合の積算）

・改修費用についても過疎対策

事業債の活用が可能

築５０年

（単位：千円）

区　　分 総事業費 市実質負担額

施設整備工事 328,780 98,634

全面建替工事 2,550,000 735,000

合　　　　計 2,878,780 833,634

※参考　事業費を1.7倍した場合の金額
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② 給食調理体制の安定的確保 

 

令和 6 年 3 月末現在の調理員の配置状況は、午前中の調理作業に必要となる１３名に対

し、配置が 10 名、欠員が 3 名となっており、また、午後からの食器類等洗浄作業についても

必要となる１１名に対し、配置が 3 名、欠員が 8 名となっており、短時間勤務者が多いことな

どから、現時点においても、必要な人員を満たしておらず、調理員の欠員状態が続いていま

す。 

主な欠員の要因としては、学校の長期休業の際には勤務がないため、実労働日数が少な

く、収入が安定しないことなどが影響しているものと考えられており、今後、更なる欠員

が生じた場合においては、子ども達への給食提供に少なからず、影響が出ることが危惧さ

れることから、給食調理体制の安定的確保が課題となっています。 

このような状況は、全道の自治体においても同様の傾向にあり、道内自治体における学

校給食業務の外部委託状況は、共同調理場における調理部門の委託化が全体の４８．３％

を占めておりますが、委託した場合の調理員人件費等については、現行経費を相当額上回

る金額となっています。 

 

 

 

 

調理員の欠員を改善するため、ハローワークでの求人募集に加え、市ホームページや町

内会回覧、新聞のチラシ折込み、子育て関連施設への求人募集チラシの掲示、ＦＭもえる

の他、学校の協力による保護者との情報共有・連絡ソフトを活用した周知など様々な取り

組みにより、調理員募集を広く周知してきましたが、現時点においても欠員状態は解消さ

れていません。 

また、安定的な給食調理体制確保のため、道内の自治体において給食調理業務の受託実

績のある複数の事業者と調理業務を委託した場合の事業内容の打合せや見積徴取などを行

ってきましたが、委託に係る経費は、現行と比較した場合においても、相当額の事業費を

要するものであり、他自治体で行っている調理業務の委託化は困難なものとなっていま

す。 

 

 

 

・給食調理員の安定的確保 

これまでの対応等 

現行の給食事業を継続する場合の課題 
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〇 道内の共同調理場における外部委託状況（R5.5.1 現在） 

総数 
調理 
業務 

配送 
業務 

物資 
管理 

食器 
清掃 ボイラー その他 

176  85  161  13  85  59  76  

割 合 48.30％ 91.48％ 7.39％ 48.30％ 33.52％ 43.18％ 

 

 

※参考 調理業務を外部委託した場合の人件費等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調理作業の様子①）             （調理作業の様子②） 

 

 

 

 

 

 

Ｒ６調理員人件費予算 委託事業者 Ａ社 委託事業者 Ｂ社 

約２０，０００千円 約６５，０００千円 約４２，０００千円 
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③ 物価高騰に伴う給食費への影響 

 

 学校給食費の徴収管理及び食材調達は、私会計である留萌市学校給食会が担っており

ますが、長引く物価の高騰の影響を受け、学校給食に使用する食材等についても同様に

高騰しており、令和５年度については、約７００万円の収支不足となったところです。 

（不足分は国の交付金を活用し、公費により不足分を補いました。） 

学校給食事業に要する経費の負担については、学校給食法において、施設及び設備に 

要する経費や人件費は学校の設置者（市）の負担とされ、それ以外の経費（食材費）は

保護者の負担と規定されていることから、基本的には食材費の影響は、保護者が負担す

る学校給食費に反映される仕組みとなっていますが、物価高騰に伴う給食費への影響が

課題となっています。 

 

 

 

 

物価高騰による学校給食費への影響を緩和するため、肉類、野菜類、冷凍食品、加工品

などの価格動向などを毎月調査し、著しく価格高騰している食材などについては、必要な

栄養量など確保した上で、その使用を減らす又は使用しないなどの対応を図っています。 

しかしながら、子どもたちへの学校給食の質と量を落とさず、バランスの取れた食事を

提供するため、物価高騰の影響などを考慮し、令和６年度の学校給食費を改定したところ

です。 

《学校給食費の改定》 

 

 

 

 

 

 

※令和６年度については、給食費改定額の影響額である１２，７２０千円を 

「学校給食費物価高騰対策支援金」として、市が負担しています。 

 

 ・ 

 

・物価高騰に伴う学校給食費への影響 

これまでの対応等 

現行の給食事業を継続する場合の課題 

現　　行 改　　定 改定額 改定率

小　学　校 ２７０円 ３２２円 ５２円 19.26%

中　学　校 ３１２円 ３７３円 ６１円 19.55%

１　　食　　あ　　た　　り

学校給食用食材等の値上がり状況

（主食）

区　　分 R5実績 R6見込 増減

米飯（１㎏あたり） 288円 320円 32円

パン（　　〃　　） 2,532円 2,792円 260円

（副食・牛乳）

区　　分 R5実績 R6見込 増減

副食（1食あたり） 156円 181円 25円

牛乳（1個あたり） 54円 58円 4円
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（単位：円）

Ｒ５
給食費

Ｒ６
給食費

前年比
（％）

人数 年間日数 金　額

270 322 119.26% 736 200 39,744,000

312 373 119.55% 416 200 25,958,400

12,729,600

1,152 78,432,000

Ｒ５
給食費

Ｒ６
給食費

前年比
（％）

人数 年間日数 金　額

小学校 92.32 98.24 106.41% 736 200 14,460,928

中学校 99.69 106.24 106.57% 416 200 8,839,168

小学校 123.65 165.85 134.13% 736 200 24,413,120

中学校 158.28 208.85 131.95% 416 200 17,376,320

小学校 54.03 57.91 107.18% 736 200 8,524,352

その他 54.03 57.91 107.18% 416 200 4,818,112

小学校 270 322 119.26% 736 200 47,398,400

中学校 312 373 119.55% 416 200 31,033,600

1,152 78,432,000

学校給食費物価

高騰対策支援金

※小学校の人数に、教職員等97人を含む、同じく中学校の人数に教職員45名を含む

【収入】

区分

小学校

中学校

〇令和６年度学校給食事業収支見込

計

計

計

【支出】

区分

主
食

副
食

牛
乳
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➃ 給食費の管理徴収に伴う教職員の業務負担 

 

 

現在、学校給食費現年度分の管理徴収については、各小中学校において教職員等が担っ

ておりますが、小中学校における働き方改革として、平成３１年１月２５日の中央教育審

議会の答申にて、学校及び教師が担う業務の明確化・適正化に関する方策が明文化され、

「学校徴収金の徴収・管理」に関しては、基本的には学校以外が担う業務に振り分けられ

ました。 

留萌市教育委員会においても「学校における働き方改革留萌市アクション・プラン（第

２期）」における具体的な取組みとして、本来担うべき業務に専念できる環境の整備の中で

学校給食費の徴収・管理業務の負担軽減においては、国の「学校給食費徴収・管理に関す

るガイドライン」を参考にするなど、学校給食費の徴収・管理業務の負担軽減の取り組み

を推進するとしており、負担軽減の方策として、学校給食費を市の会計に計上する「公会

計」制度を導入する場合においては、専用の電算システムや運用コスト、人件費などの経

費や新たな業務量増加が見込まれるなどから難しく、教職員の業務負担軽減への具体的な

取組みが課題となっています。 

 

 

 

 

教職員の学校給食費管理徴収業務を軽減するため、学校給食費を市の会計に計上する

「公会計化」の導入について検討を進めてきたところです。 

公会計を導入する場にあっては、児童・生徒及び教職員約１，２００人の情報を管理す

るための専用の電算システムが必要であることから、道内自治体において公会計システム

の導入実績のある事業者と必要な導入コストや運用コストなどの打合せや見積徴取などを

行ってきましたが、導入する場合には、毎年一定の経費を要するものであり、また、市が

給食費の管理徴収を行うことにより、新たな業務が増加することなど、その実施は難しい

ものとなっております。 

 

 

 

 

 

・教職員の給食費管理徴収業務の負担軽減方策 

これまでの対応等 

現行の給食事業を継続する場合の課題 
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※参考 学校給食費を公会計した場合の必要経費見込 

（単位：千円） 

  
サービス 

利用方式 

自前調達方式 

総合行政システム 

サブ運用 
左記以外 

導入コスト 0 ４，８８０ ５，２６０ 

運用コスト ５，８９３ ３，４９２ ２，８９２ 

うち、システム利用料 2,380  1,180  580  

     人件費〈1 名〉 2,000  2,000  2,000  

     口座引落手数料 1,327  126  126  

     郵送料 など 186  186  186  

 

 

 

 

 

 

 

基本的には学校以外が

担う業務 
学校の業務だが必ずしも教師が

担う必要のない業務 
教師の業務だが負担軽減が

可能な業務 

①登下校に関する対応 
②放課後から夜間などに

おける見回り児童生徒が

補導された時の対応 
③学校徴収金の徴収・管理 
④地域ボランティアとの連

絡調整 

⑤調査・統計等への回答など 
⑥児童生徒の休み時間における対応 
⑦校内清掃 
⑧部活動 

⑨給食時の対応 
⑩授業準備 
⑪学習評価や成績処理 
⑫学校行事の準備・運営 
⑬進路指導 
⑭支援が必要な児童生徒・家庭

への対応 

 

 

 

 

 

◆小中学校における働き方改革の現状 

 平成 31 年 1 月 25 日中央教育審議会の答申にて、 学校及び教師が担う業務の明確化・

適正化に関する方策が明文化され、下表の通り「学校徴収金の徴収・管理」に関しては、基本

的には学校以外が担う業務に振り分けられました。 

◆学校における働き方改革留萌市アクション・プラン（第２期） 

【具体的な取組み】 ～本来担うべき業務に専念できる環境の整備～ 

（６）学校給食費の徴収・管理業務の負担軽減 

国の「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」を参考にするなど、 学校給食費の徴収・管

理業務の負担軽減の取り組みを推進する。 
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➄ 食物アレルギーへの対応 

 

学校給食における食物アレルギーの対応については、平成２７年３月に国から示された

「学校給食における食物アレルギー対応指針」において「食物アレルギーを有する児童生

徒にも、給食を提供する。」と大原則に掲げられております。 

しかしながら、アレルギーに対応した除去食や代替食を提供する場合には、専用の調理

室の設置や設備、専任の調理員などが必要であることなどから、現在は学校給食の原材料

を詳細に記入した献立表の事前配布や家庭から弁当を持参するなどの食物アレルギー対応

レベル２までの対応となっています。 

また、全道都市において、何らかのアレルギー代替食を提供している市は、約半数の１

８市であり、保護者負担の軽減や子育て支援の視点から、増加傾向にある食物アレルギー

を持つ児童・生徒への給食提供の対応レベル引き上げが課題となっています。 

 

 

 

 

現在、学校給食センターにおける食物アレルギー対応は、国の指針における大原則の項

目にある「学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わな

い。」との範囲において、国の「学校給食における食物アレルギー対応指針」に示されるレベ

ル１（献立表による食材明記）からレベル２（弁当持参）までとなっています。 

食物アレルギーを持つ児童生徒への対応については、学校、保護者、学校給食センター

が情報を共有しながら、お互いの連携や協力、役割を明確にしながら、児童生徒への安全

性を最優先に取り組んできておりますが、食物アレルギーを持つ児童生徒の割合は年々増

加しており、栄養教諭及び各学校の養護教諭とも協議を重ねながら、学校給食における食

物アレルギー対応について、検討を行ってきております。 

 

 

 

 

 

・食物アレルギーの対応レベルの引き上げの検討 

 

 

これまでの対応等 

現行の給食事業を継続する場合の課題 



14 

   

食物アレルギー対応の大原則及びアレルギー対応レベル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●食物アレルギーを有する児童生徒にも、給

食を提供する。そのためにも、安全性を最優

先とする。 

 

●食物アレルギー対応委員会等により組織的

に行う。 

 

●「学校のアレルギー疾患に対する取り組み

ガイドライン」に基づき、医師の診断による「学

校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

 

 

 

●安全性確保のため、原因食物の完全除去対

応（提供するかしないか）を原則とする。 

 

● 教育委員会等は食物アレルギー対応につ

いて一定の方針を示すとともに、各学校の取

組を支援する。 

食物アレルギー対応の大原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇レベル３（除去食対応） 

  原因食物を給食から除いて

提供 

 

〇レベル４（代替食対応） 

  除去した食物に対して何らか

の食材を代替して提供 

食物アレルギー対応のレベル 

 

● 学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑

み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。 

〇レベル１（詳細な献立表対

応）給食の原材料を詳細に記し

た献立表を事前配布 

 

〇レベル２（弁当対応） 

 代替給食の提供が困難な場

合、その献立に対して、弁当を

持参 

 

現
在
の
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
状
況 
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〇 食物アレルギーを持つ児童・生徒数の推移 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

小学生 ６８人 ６８人 ７６人 

中学生 ６３人 ４８人 ５３人 

計 １３１人 １１６人 １２９人 

総 数 １,２５４人 １,１８７人 １,１１５人 

割 合 １０.４５％ ９.７７％ １１.５７％ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 令和 5 年度 食物アレルギーを持つ児童・生徒の状況 

区　分 人数
自己判断
で喫食

完全除去
で喫食

献立により
一部代替食

持参
弁当持参 合計 割合

小1 107 4 6 1 0 11 10.28%

小2 99 7 4 0 0 11 11.11%

小3 117 11 4 0 0 15 12.82%

小4 112 15 3 1 0 19 16.96%

小5 105 4 3 0 0 7 6.67%

小6 138 13 6 0 0 19 13.77%

小　計 678 54 26 2 0 82 12.09%

中1 121 10 1 0 1 12 9.92%

中2 119 9 0 2 0 11 9.24%

中3 125 12 3 1 0 16 12.80%

小　計 365 31 4 3 1 39 10.68%

合　計 1,043 85 30 5 1 121 11.60%
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３.これまでの給食業務民間委託検討の経緯 
 

① 民間委託の経緯 

平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立し、市の「財

政再生団体」転落を回避するため、平成２０年１０月２２日開催の行財政改革推進本部

会議において、平成２１年度を目標として病院との連携による外部委託に取り組む方針

が示され、平成２１年１月には「新・留萌市財政健全化計画」が策定されました。 

計画において、学校給食センターの民間委託については「検討事項」とされたことか

ら、平成２１年１０月に学校給食センター諮問委員会へ学校給食業務の民間委託を諮問

しましたが、平成２２年８月に「調理機器等の更新を優先し、民間委託移行は調理機器

等の更新後に改めて検討を要する。」との答申を受け、調理機器等の更新後に改めて検討

を要することになりました。 

 

② 民間委託の主な目的 

民間活力の導入により、給食業務を一層効果的・効率的に運営するとともに、学校給食のな

お一層の充実を図り、給食センター運営費のコスト削減を図ることを目的とする。 

 

③ 委託業務及び実施体制 

平成２１年１０月時点において、民間委託を検討していた業務及び実施体制は、以下の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【想定していた委託業務項目】 

〇施設及び調理機器維持管理業務 

〇調理業務 

〇食材の検収及び管理業務 

〇調理品の管理業務 

〇食器、食缶等の洗浄業務 

〇調理器具等の洗浄・消毒業務 

〇調理場の洗浄業務 

〇消耗品調達業務 

〇配送業務 

〇学校給食会の経理業務 

 

【想定していた組織体制】 

　教育委員会

　　　　　（兼務）

　　　　　（兼務）

　委託会社

※センター長職及び業務係職は他課長等兼務
　　

　ボイラー業務
1名

副責任者1名
調理員　5名

調理補助14名
代替要員2名

業務係長1名

責任者1名

栄養教諭2名

センター長

教育長

栄養教諭１名 

栄養士 １名 
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※参考 （諮問理由） 

 

現在、学校給食センターは昭和６０年度から配送部門を委託し業務を進めてまいりました。 

この間、幾度となく民間委託の問題が発生しましたが、調理業務のみの委託で検討した結果、コスト

的にも差がなく現在に至っています。 

しかしながら、平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立し、平成２０年

度決算から完全施行により、「財政再生団体」への転落が目前となったことから、平成２１年１月に「新・

留萌市財政健全化計画」が策定され、その中で給食センターの民間委託については「検討」事項になり

ました。 

この計画に基づき教育委員会で検討した結果、調理業務及び施設の維持管理業務、学校給食会の経

理業務等を民間に委託したいので諮問いたします。 

※参考 （答申） 

留萌市学校給食センターは平成３年に建設以来、留萌市内小中学校の児童生徒に安心・安全な給食

を提供してきたところであります。 

しかし、平成２１年１月に｢新・留萌市行財政健全化計画｣が策定され、その中で留萌市学校給食セン

ターの民間委託について｢検討｣と示されたことから、当諮問委員会に対し民間委託について意見を求

められております。しかしながら、調理を行うために最も重要な調理機器等が建設当初から更新され

ていないなど、以下の点から民間委託の要否を現時点で結論付けることは困難と判断します。 

１）調理機器等の老朽化に伴い、修理の必要が生じても部品調達が困難な状況にあり計画的な更新を

行う時期を迎えていること。 

２）調理機器等の更新を行わないまま委託に踏み切った場合、機器等が壊れた場合に老朽化によるも

のか、受託者側の取扱いによるものか責任の所在が明らかとならず、トラブルの原因となること。 

３）調理機器等を更新しない場合、突然機器が故障し予定外の修繕経費や取替えの経費等が生じるこ

とは、再建に向けた市財政にとって大きな負担がかかる。また、給食を安定的に供給できなくなるな

ど、児童生徒にも大きな影響が生じること。 

４）新たな調理機器の導入により使用方法、作業工程や作業動線を委託前に直営で検証することによ

り、委託後のトラブルにも適切に対応できること。 

以上のことから、現時点においては調理機器等の入替を優先し、給食の安定供給に努めるべき 

判断します。 

なお、民間委託移行については、調理機器等の更新後に改めて検討を要するものと考えます。 

【付帯意見】 

・機器等の更新が完了し、｢給食センターの民間委託｣の再検討をするまでの直営での職員体制は、

安心・安全な給食の提供が確保される体制とすること。 
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注：計画における耐用年数 50 年は、大規模改修など適切な改修を行った場合の年限であり、一般的な鉄筋コンクリート造の給

食センターなど建物の法定耐用年数は 38 年と定めらており、その場合の使用年限は、令和１１年までとなります。 

 

４.留萌市学校給食センター調理衛生環境改善及び 
調理機器等更新計画の検証 
 
平成２１年１０月の学校給食センター諮問委員会への学校給食センター民間委託化の諮

問に対し、平成２２年８月に「調理機器等の更新を優先し、民間委託移行は調理機器等の

更新後に改めて検討を要する。」との答申を受けたことから、老朽化した調理機器等の更新

を優先し、新たな課題である食育・地産地消の推進、食物アレルギーに対応した施設とし

て、計画的な整備を行うため、平成２６年１１月に「留萌市学校給食センター調理衛生環

境改善及び調理機器更新計画（H26～R3）」を策定したものである。 

 

➀施設の改善計画の基本的な考え方 

■調理機器等 

全ての機器類を同時期に更新する事態を回避するため、優先順位を定め、計画的な更

新を行う。 

 

■施 設 等 

現施設は、昭和５６年の新耐震基準をクリアする耐震構造であることから耐用年数は

５０年以上であり、平成５３年（令和２３年）まで使用する。 

 

 

➁学校給食の特徴的な取組み 

                 〇栄養教諭による小学校への食指導 

                 〇センター見学会及び試食会の実施 

                 〇家庭向け「食育だより」の発行 

 

                 〇主食に南るもい産米を使用 

                 〇地元食材 100％給食の実施 

 

地元食材使用状況（食材購入における割合） 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 Ｈ２６（計画策定時） Ｒ３（計画終了時） 

米 ２３．０％ ２４．３％     

牛乳 １６．２％   １６．８％ 

野菜等 １．８％   ０．５％  

計 ４１．０％ ４１．６％  

食育推進 

地産地消 
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                〇栄養教諭による食指導 
                〇「給食だより」での周知 
                〇検食簿を参考とした献立の工夫 

 

       年間給食残食量 （ ）内は一人あたりの数値 

 

 

 

 

                〇保護者申告によるアレルギー把握 
                〇栄養教諭・学校・保護者の情報共有 
                〇献立表に使用食材を明記 
 

   アレルギーを持つ児童生徒数 （ ）内は割合 

 

 

 

 

 ➂施設としての改善事項 

 

  施設内の衛生管理の徹底を図るため、経年劣化による建物の一部や老朽化した食器 

類等の改善を図った。 

 

 

 

 

➃計画の検証 

 

  計画に基づく調理機器等の更新により、調理場内の衛生面での整備が図られ、より 

安心・安全な給食提供が可能となりました。 

  また、計画における特徴的な取組みにより、新たな課題である食育・地産地消の推

進、食物アレルギーへの対応などに一定の成果が得られましたが、建物本体への老朽 

化に対する大規模修繕等については、計画上に盛り込まれておらず、今後は施設の長 

寿命化に向けた新たな計画策定が必要となっています。 

Ｈ２６（計画策定時） Ｒ３（計画終了時） 

 １９．２ｔ （６６ｇ）   １４．５ｔ （５５ｇ） 

Ｈ２６（計画策定時） Ｒ３（計画終了時） 

１３４人（９.２％） １１５人（９.９％） 

改善事項 改善策 改善年度 

白衣等の衛生管理 乾燥室の設置 Ｈ２９ 

調理場内の衛生管理 スポットエアコンの設置 Ｈ３０ 

ボイラーの経年劣化 ボイラー入替工事 Ｈ３０ 

屋根の冬期間すが漏り 屋根張替え工事 Ｈ２８ 

食器・容器類の経年劣化 食器類等の購入 Ｈ２７ 

食品ロス 

アレルギー 
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計画に基づく調理機器等の更新実績 
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５．学校給食事業の民間委託の基本的な考え方 
 

➀民間委託の考え方 

  令和 3 年度に計画に基づく調理機器等の更新が終了したことから、平成 22 年の学校 

給食センター諮問委員会からの答申を受け、学校給食センター事業の運営手法などについ

て、給食調理・食器洗浄作業を民間委託した場合などを含めて、調査研究してきましたが、ど

のような手法を用いた場合においても、抱えている課題への解決が難しく、また多額の費用

を要するものであります。 

このような中、学校給食センターの施設（付帯設備含む）・土地・調理機器等を民間事業者

へ有償譲渡し、現在の直営体制での共同調理場方式から民間事業者が給食を調理提供する

学校給食の運営手法が、課題である施設本体の大規模修繕費用や将来的な全面改築費用の

負担軽減などの財政的効果や民間ならではの柔軟性や自由度の高い施設活用により、施設

の余剰能力の活用や稼働率向上による子育て関連施設などへの給食提供など、新たな子育

て支援事業にも高い効果が期待出来るものと判断したところです。 

また、学校給食事業を民間委託した場合においても、これまで通り、子どもたちへ学校給

食の質と量を落とさず、バランスの取れた安心で安全な給食を提供し、学校の設置者とし

て、学校給食における責任や役割を十分に果たすなど、学校給食法に基づいた学校給食事

業が継続的に実施出来るよう、事業運営管理を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇施設の運営・管理 

〇給食の調理・配送 
〇調理員の確保・配置 

〇給食費の管理・徴収 

 

民間事業者が行う業務 

〇事業のチェック 
〇栄養管理 

〇献立の作成 

〇食育指導 

市が行う業務 

協 力 

連 携 
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・学校給食法に定める目標の達成 

・「学校給食実施基準」や「学校給食衛生管理基準」の順守 

・学校給食栄養管理者の配置による学校給食の管理及び食に関する指導 

➁学校給食法に基づく学校給食事業の民間委託について 

    

学校給食法における学校給食の定義は、第 3 条において、「第 2 条に掲げる学校給食の目

標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をい

う。」とされております。 

   また、同 7 条においては、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる「学校給食栄養

管理者」が位置付けられ、同 8 条には児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容

や学校給食を適切に実施するための必要な事項である「学校給食実施基準」や同 9 条には、学

校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理などの必

要な事項である「学校給食衛生管理基準」が定められております。 

   さらには、同 10 条においては、「学校給食を活用した食に関する指導」として、栄養教諭が

児童又は生徒に対しての食に関する指導を行うよう規定され、学校給食法に基づく学校給食

の民間委託とするためには、事業内容がこれらの要件に合致するものでなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食法のポイント 

参考 学校給食法に定める学校給食の目標 
一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を

培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊

重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を

重んずる態度を養うこと。 

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 
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※学校給食栄養管理者について（学校給食法第 7 条） 

学校給食栄養管理者とは 

 

栄養教諭の免許状を有する者 

栄養士の免許状を有する者で 

又は、 

学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有する者でなければならない

らない 

具体的な規定はない。 

 なお、栄養士養成施設で必要な

課程を履修したものは、学校給食

の実施に必要な知識を有するも

のであると考えられる。 

※食に関する指導について（学校給食法第 10 条） 

 

経験年数などの特段の

規定はない。 

児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養

うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性につ

いての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個

別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うも

のとする。 

 

栄養教諭は、 

   その指導を行うに当たっては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産

物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行

い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又

は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。 

 

 

 

栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、上記と同様
の指導を行うよう努めるものとする。 
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➂導入方法 

 学校給食センターの建物・土地・調理機器等を、民間事業者へ有償譲渡し、施設の運

営、給食の調理・提供などの学校給食事業の民間委託を図る。 

なお、事業者の選定は、公募型プロポーザル方式を採用する。 

 

 

 

 

➃組織イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業管理者

事業者が配置

調理員

事業者が配置

事務員

事業者が配置

施設管理

事業者が配置

栄養教諭

市が配置

保護者・学校

連絡調整

教育委員会事務局 

学校給食事業担当 

 

連携協力 
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➄直営体制における事業費 

 

令和６年度における学校給食運営に係る総事業費は、１９７，７９６千円と見込んで

おりますが、このまま直営体制を継続する場合には、課題である施設の老朽化に伴う大

規模修繕や調理員不足、また教職員の学校給食費管理徴収業務負担軽減などの解決のた

め、さらに５０,５００千円の事業費が必要であり、現行事業費と比較した場合には、 

３０，４５４千円の増、一食あたりの単価は、１３２円増の９４５円となり、その負担

額や単価は年々増加するものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内訳）

（内訳）

食　材　費　 ７８，４３１千円 食　材　費　 ７８，４３１千円

（内　訳） （保護者負担）

副　食 41,792 千円 中学生 25,958 千円

主　食 23,296 千円 小学生 39,744 千円

運　営　費　 72,845千円
支援分 12,729 千円

牛　乳 13,343 千円 小計 65,702 千円

（内訳）
人　件　費　 26,474千円

燃料費 9,351 千円

運　営　費　 ７２，８４５千円

合　計 78,431 千円 合計 78,431 千円

千円

需用費 3,098 千円 　会計年度任用職員 4名 9,265 千円

水道光熱費 9,693 千円 ※調理員分の人件費20,046千円を除く

委託料 32,152 千円 　正職員 2名 17,209

72,845 千円

人　件　費　 46,520千円
施設の大規模修繕

総額3.29億円　実負担3割
3年据え置き9年償還

修繕費 3,905 千円 ※事務員2名　4,496千円　施設管理2名　4,769千円

減価償却 14,646 千円
小　　計 177,750千円

合  計

給食費公会計化　業務委託
※システム経費、運用経費 8,500千円

　　　　　　　事務員 2名 4,496 千円

42,000千円
　会計年度任用職員 19名 29,311 千円

　　　　　　　調理員 15名 20,046 千円

教職員の業務負担軽減

　正職員 2名 17,209 千円
調理体制の確保

民間事業者へ業務委託
※参考見積価格による

合　　計 228,250千円

　　　　　　　施設管理 2名 4,769 千円

合　　計 197,796千円

現行事業費及び直営体制を継続した場合の事業費（令和6年度）

【現行事業費】 1食あたり単価 859円

現行事業費と同額

現行事業費と同額

投資事業

1食あたり単価 991円

30,454千円増

【直営継続】
１日あたり給食数１，１５２食

×200日＝年間総給食数＝２３０，４００食
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⑥民間委託した場合の事業費 

 

学校給食事業の民間委託化における事業費は、事業運営に必要となる経費を（食材

費、人件費、運営経費）を年間給食提供総数で除して、一食あたりの単価を算出し、単

価に基づく事業費算定を考えています。 

令和６年度においては、直営体制を継続した場合の１食あたりの単価は８５９円とな

りますが、民間委託した場合の単価は７８７円となることから、７２円の差額が生じ、

金額にして１６，５６３千円の財政効果が見込まれます。 

これらの財政効果については、学校給食費の保護者負担額への支援やアレルギー対

応、地元食材活用など、子どもたちのために有効的な活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

（内訳）

72,845千円

千円

千円

46,520千円

水道光熱費

26,279

千円燃料費

委託料

9,351

　

千円

計 21名

減価償却

諸経費

181,233千円

43,811千円

管理者

給食費管理徴収

運　営　費　

千円

9,693

2名

②合　計 228,250千円

投資事業

➀小　　計

事務員

197,796千円

施設の大規模修繕

調理体制の確保（差額分）

教職員の業務負担軽減

0千円

21,954千円

8,500千円

6,970

58,991

人　件　費　

（内訳）

千円

千円

千円

千円

③合 　計

3,600

需用費

23,296主　食

副　食

※牛　乳 13,343

　

1名

調理員 15名

合計

3,098

78,431

　

合　計

　　　人　件　費　

※栄養教諭1名

78,431千円

（保護者負担）

39,744

65,702 千円

不足額

小学生

中学生

施設管理 2名

食　材　費　 ７８，４３１千円

　　　運　営　費

千円

41,792 千円

食　材　費　

（内　訳）

千円

25,958

58,991千円

合　計

12,729 千円

千円

地元食材活用 1,500千円

アレルギー対応 1,000千円

12,729千円保護者負担軽減

1,200千円

【民間委託】

効果額活用

1食あたり単価 787円【直営継続】 1食あたり単価 859円

民間委託における総事業費及び給食単価

単価差額 72円

効果額（①－③）

16,563千円

直営体制を継続した場合

の投資事業を含む

効果額（②－③）

47,017千円

1食あたり単価 991円

※ 牛乳及び栄養教諭についての費

用は、市が負担することになるため、

契約の際の一食あたりの単価に含

みません。
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✓子どもたちへ安心・安全な学校給食を提供するため、国が定める「学校給食衛

生管理基準」や「大量調理施設衛生管理マニュアル」などに基づく、調理・衛生管

理を徹底します。 

 

✓献立の作成は、市の管理の下、国の「学校給食栄養摂取基準」に基づき、栄養教

諭が作成します。 

✓給食のメニューは、主食（米飯を週３回、パンと麺を各週１回）・副食２品、汁物、

牛乳の完全給食とし、これまでと同様に各学校・各クラスに仕分けされた専用の

食器・食缶等で学校へ配送します。 

 

 

 

✓主食（米飯・パン・麺）は、これまで通り、市内の給食調理加工事業者が取扱うも

のとします。 

✓副食についても、特に生鮮野菜や肉類などは、市内納入事業者がこれまで通

り、食材調達に参入できるよう努めます。 

✓牛乳についても、これまで通り、学校給食用牛乳を調達します。 

✓使用食材は、地産地消や消費拡大、食育の観点から、可能な限り、地元産・道内

産の食材の購入に努めます。 

６．具体的な実施内容及び期待できる効果 
 

➀実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇安心・安全性の確保 
 

〇学校給食の調理・提供 
 

〇使用食材の管理・調達 
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✓学校給食に必要な調理員等は、現在、学校給食センターに配置されている

会計年度任用職員の継続雇用を基本とします。 

✓受託事業者が、調理場内に調理作業責任者・衛生管理責任者を配置します。 

 

 

✓道費教職員である栄養教諭は、民間事業者が所有する施設には、その配置

が無いことから、市が独自に栄養教諭を配置し、計画的・継続的な子どもたち

に食に関する正しい理解や望ましい食習慣が身に付くよう食育への取り組み

を推進するなど、学校給食法に掲げる目標の達成に努めます。 

 

✓給食費の管理及び徴収業務の教職員の負担を軽減します。 

✓物価高騰に伴う給食費保護者負担額を支援します。 

 

 

✓調理場内にアレルギー専用調理室を設け、アレルギーを持つ児童生徒に対

して、食物アレルギーに対応した給食を提供します。 

✓その提供においては、学校や養護教諭などと十分な協議の上、児童生徒の

安全性を最優先とします。 

 

 

 

 

 

 

✓事業内容に透明性や公平性を持たせるため、事業の運営や管理などをチェ

ックする機能を持った関係者などで構成する機関を設置します。 

✓留萌市学校給食会は、過年度滞納整理等のため、当面の間、継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇給食調理体制 
 

〇食に関する指導 
 

〇給食費の管理徴収 
 

〇食物アレルギー対応 
 

〇協議会の設置 
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➁期待できる効果 

 

 学校給食事業の民間委託は、抱えている課題である施設の老朽化に伴う施設の大規模

改修費用や将来的な全面改築費用などの多額な負担軽減が図られ、施設の余剰能力活用

や年間稼働率向上に伴う給食調理員の確保、保護者ニーズのある食物アレルギーに対応

した学校給食の提供、教職員の給食費管理徴収業務の負担軽減、さらには、民間委託に

よって生じる財政効果額を活用した物価高騰に伴う給食費保護者負担額への支援、食育

としての地元食材の利用拡大などに加え、民間事業者が施設を有効的に活用することに

より、子育て支援関連施設などへの給食提供にも期待ができ、子育て支援の充実が図ら

れるなど、子どもたちにとっても、市にとっても高い効果が見込まれるものと考えてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★施設の大規模改修費用及び将来的な全面改築費用の軽減 

★財政効果額活用による物価高騰に伴う給食費保護者負担への支援 

 

★給食調理員の安定的確保 

★教職員の給食費管理徴収業務の負担軽減 

★食物アレルギーに対応した給食の提供 

★財政効果額の活用による食育としての地元食材の利用拡大 

 

子育て支援関連施設への給食提供などによる子育て支援 
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７.導入スケジュール（案） 

 

学校給食事業の民間委託の事業者は、公募型プロボーザル方式を採用し、選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入スケジュール イメージ 

公募
• 公募型プロポーザルの公募

決定
• 事業者の決定、仮契約

教育委員会

市議会

• 本契約、関連予算の提出

• 学校給食センター設置条例の廃止

引渡し
• 物件の引き渡し

開始
• 学校給食の民間委託

約
２
ヶ
月 

約
１
ヶ
月 

約
１
ヶ
月 

移
行
準
備
期

間 

 



32 

 新たな学校給食の導入検討におけるアンケート結果 

 

〇目  的 

現状の学校給食に対する考え方などを把握し、スクールランチの導入を判断する上での

参考とするため。 

 

〇対 象 者 市内小中学生の保護者（中学３年生を除く）及び教職員 

 

〇期  間 令和４年１２月２３日（金）～令和５年１月２０日（金） 

 

〇回 答 率 保護者 ６０.１％  (回答数４２４件／総数７０６件)  

教職員 ７９.２％ （回答数１１８件／総数１４９件）  

 

〇結  果 
 Ｑ１  

学校給食に対して満

足していることは何

ですか？ 

Ｑ２  

学校給食に対して満

足していないことは

何ですか？ 

Ｑ３ 

学校給食に対して期

待することは 

何ですか？ 

保
護
者 

① 給食の量 116件（27.4％） 70件（16.5％） 28件（ 6.6％） 

② 給食の味 94件（22.2％） 140件（33.0％） 192件

（45.3％）   
③ 献立・メニュー 191件（45.0％） 137件（32.3％） 244件（57.5％） 

④ 食育指導 66件（15.6％） 47件（11.1％） 74件（17.5％）  

⑤ 給食費の金額 88件（20.8％） 78件（18.4％）   52件

（12.3％） 
⑥ 安心・安全性 142件（33.5％） 40件（ 9.4％） 176件（41.5％） 

⑦ アレルギー対応 28件（ 6.6％） 85件（20.0％） 64件（15.1％） 

⑧ 特になし 123件（29.0％） 251件（59.2％） 18件（ 4.2％） 

教
職
員 

① 給食の量 35件（29.7％） 21件（17.8％） 7件（ 5.9％） 

② 給食の味 21件（17.8％） 46件（39.0％） 60件（50.8％） 

③ 献立・メニュー 24件（20.3％） 53件（44.9％） 50件（42.4％） 

④ 食育指導 12件（10.2％） 24件（20.3％） 23件（19.5％） 

⑤ 給食費の金額 62件（52.5％） 4件（ 3.4％） 16件（13.6％） 

⑥ 安心・安全性 45件（38.1％） 5件（ 4.2％） 50件（42.4％） 

⑦ アレルギー対応 11件（ 9.3％） 37件（31.4％） 24件（20.3％） 

⑧ 特になし 26件（22.0％） 46件（39.0％） 6件（ 5.1％） 

 ※Ｑ１からＱ３は、２つまで複数回答有 
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Ｑ４ 現在、留萌市教育委員会が学校給食に代わる民間事業者が調理提供する学校への給食（スクール

ランチ）を導入検討していることを知っていましたか？ 

 

項  目 保護者 教職員 

① 知っている 396件（93.4％） 116件（98.3％） 

② 知らない 23件（ 5.4％） 2件（ 1.7％） 

 
 

Ｑ５ あなたのスクールランチ導入検討についての考え方をお聞かせください。(複数回答不可） 

 

項   目 保護者 教職員 

①民間ならではの多彩で豊富な子ども 

たちが喜ぶメニューであれば、 

導入した方が良い 

102件

(24.1％) 

肯定 

206件 

（48.6％） 

20件

(16.9％) 

肯定 

66件 

（55.9％） 

②保護者負担軽減やアレルギー対応食 

などサービスが向上するなら、 

導入した方が良い 

86件 

(20.3％) 

38件

(32.2％) 

③民間事業者による事業運営で 

市の財政負担の軽減が図れるなら、 

導入した方が良い 

18件 

(4.2％) 

8件 

(6.8％) 

④子どもたちへの学校給食は、 

市の財政負担が増加したとしても、 

市が実施するほうが良い 

4件 

(0.9％) 否定 

  36件 

（8.5％） 

2件 

(1.7％) 否定 

11件 

（9.3％） 
⑤学校給食は、教育の一環であり、 

食の安全性・事業の継続性から、 

市が実施するほうが良い 

32件 

(7.5％) 

9件 

(7.6％) 

⑥これまで通り、安心・安全な学校へ 

の給食が提供されるなら、 

どちらでも構わない 

181件  

(42.7％) 

どちらも可 

181件 

(42.7％) 

41件

(34.7％) 

どちらも可 

41件 

（34.7％） 
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